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　今から数年前、突然、隣人に夫を刺されました。
　犯人は、子どもの騒ぐ音や声がうるさかったのだそ
うで、応対した夫は、加害者に殺されてしまいました。
すぐに病院に運ばれましたが、救われませんでした。
　昨日まで笑っていた夫が突然いなくなったというこ
とが信じられなくて、事実が受け入れられませんでし
た。
　夫と私には、まだ幼い保育園に通う幼い娘がいまし
た。
　娘は小さくて事件のことをどこまでわかっていたか
わかりませんが、１週間ぐらいは、娘は、昼も夜も外
にでたくないと言って、ひきこもっていました。何も
ないのに突然泣き出したり、はたから見ても明らかに
情緒不安定な状態でした。
　こんなことで、突然、夫との別れがくるとは思って
もいなかったので、何をすればいいのかもわかりませ
んでした。
　事件の翌日には、何の承諾もしていないのに、ニュー
スで名前も報道されてしまいました。ニュースを見た
知人も何と声をかけていいかわからないだろうと思う
し、だれかと会うと、事件のことを知ってるのじゃな
いかと思うと、誰にも会えない気持ちになりました。
　事件にあったことをほとんど周りにも伝えることも
せず、ひっそりと夫を見送りました。
　当時は無我夢中で、やらなくてはならない課題をひ
とつひとつこなしていっている感じでした。こころの
整理もつかないままに進んでいかなければならない状
態でした。突然、ひとり親家庭になってしまったの
で、役所の手続きをしたり、警察や、検察、弁護士と
の打ち合わせをして、何かをやらなければいけないと
いうことに追われ、ひとつひとつを無機質に終わらせ
ていっている感覚でした。役所や警察などに行くため
のほかは、ほとんど外出できませんでした。
　今、こうしてお話しするために思い出そうとしても、
事件直後のことはあまり記憶に残っていません。
　事件後半年ぐらいは、何も手につかず、何もできな
かったと思います。娘の面倒などは、母に泊まり込ん
でもらってみてもらっていました。
　私自身、勤続２０年近く勤めており、とても環境の
いい職場でしたが、とてもじゃないけれど働き続けら
れないと思い、やめざるをえませんでした。
　辞めざるを得なくて仕事をやめましたが、形は、自
己都合退職だったので、失業保険もすぐには受け取れ
ませんでしたし、犯罪被害の遺族だからといっても、

普通の退職した人と同じで、仕事を探すために、ハロー
ワークに行って仕事を探していなければ、失業保険は
出ないと言われました。
　日々生きていくだけで、精一杯でした。
　精神的にもつらい状態でした。
　しかし、いろいろな制度の期限は、考慮してくれま
せん。
　情緒不安定な娘のことを考えると、娘の環境はでき
るだけ変えずに、引き続き保育園に通わせたいと思い
ました。区役所からは、いついつまでに再就職をしな
ければ、保育園には通えないと言われ、待ったなしで
した。しかし、仕事を探すことも、なかなか手につか
ず、一度、窓口で、犯罪被害に遭ったという事情を伝
えたことはありますが、まったく考慮されることはあ
りません。
　それに、犯罪被害にあって夫を亡くしたということ
も言いたくありませんでした。
　年金の届け出、国民健康保険の手続き、子ども手
当、区役所などの手続きでも、犯罪被害に遭ったから
といって特別な扱いはされません。
　何回、なまえを書いたかわかりません。
　ひとり親になって使える制度なども、役所ではおし
えてくれないので、自分で調べていって伝えて始めて、
窓口を案内され、またそこに行って手続きをするとい
う状態でした。ひとつひとつが、本当におっくうでつ
らかったです。
　もし、１か所で、手続きができたり、関連するもの
を全部まとめて処理できれば、全然違うと思います。
例えば、被害者支援員のような人が、書類をまとめて
くれれば、とても助かると思います。

　事件前は夫の収入に頼っていたので、事件直後は、
まったくお金がなく、葬儀代なども含め、親族に借り
ました。
　生命保険金がおりて、あちこちの借金を返しました。
　夫が生命保険に入っていなかったら、本当に生活が
立ち行かなかったと思います。
　加害者からは、裁判のときに供託された１５０万円
ほどは受け取りましたが、それ以外は支払われていま
せん。
　この１５０万円があったので、民事の損害賠償請求
をする弁護士費用に充てましたが、そのお金がなかっ
たら民事の賠償請求もすることができないとしたら、
本当におかしなことだと思います。
　私の場合は、生命保険があったので何とか生活はで
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　犯罪被害者の支援活動のご案内をいただきありがと
うございます。
　本来であればシンポジウムにて、被害者遺族の当事
者である私が登壇し、参加者の皆さんへ直接訴えるこ
とが一番望ましい事であることは存じておりますが、
今の私には多くの人の前に出ることは、「興味と憐み
の目にさらされるような恐怖」を感じてしまい、それ
を乗り越える気力がございません。申し訳ございませ
んが、せめて声明としてお伝えできればと存じます。
司法について
　被害者の遺族である私たちが加害者にできる制裁は
唯一司法でした。
　しかし刑事裁判は加害者の言い訳を聴き、刑を軽く
する場に過ぎず、失望しました。
　私のたった一人の娘は高校３年生で殺されました。
それも誘拐殺人という卑劣で残虐な手口で。それに対
して殺人犯はたった 20 年足らず刑務所で暮らすだけ
で、何事もなかった事になるのです。判決は娘の命を
軽んじたのです。犯罪も人権の重さも変わっていく時
代に、何の変化もなく、古い判例を当てはめただけの
判決には憤りを感じざるをえません。
　また、判決は結果だけを伝えるだけで、裁判員との
議論でどのような意見が出され、どのような結論と
なったのか、全くのブラックボックスなのも理解でき
ません。
　民亊についても多額の賠償金という判決とはなり
ましたが、全くそれが支払われる事は考えられず、10
年で効力を失う、効力を延期するには 10 年単位で大
きな費用負担が発生するというものでした。これは
10 年で諦めろ、と言っているのと同じです。

　日本の古ぼけた司法は被害者の立場に立っておら
ず、間違っています。
私たちの事件後の暮らしについて
　娘が殺された事を知ったのは、深夜に警察署の入り
口で無数のフラッシュを浴びた瞬間でした。私たちよ
り先に報道には知らされており、その時には報道はど
こで入手したのかわからない娘の写真と実名を、あら
ゆるメディアに露出し、娘をさらし者にしました。
　まるで死人には人権もプライバシーも無い、とばか
りに。
　警察署から自宅へ戻った私たちは、これ以上ない絶
望に陥って家にこもりました。しかし朝から無数の報
道が家を取り囲み、ご近所へ聴きまわり、失意で取材
拒否をしている私たちに対して、かわるがわるイン
ターフォンを押して「気持ちを聞かせろ」と容赦なく
責めたてました。警察官の方が何度も玄関先で自粛を
要請しても、それは無視されました。殺された娘と私
たちは、メディアを通じて世間から「興味と憐みの目」
で見られるようになったのです。
　私たちはそれから、東京都と警察庁の被害者支援の
方、限られたわずかな友人以外、お付き合いのあった
すべての人に、会う事も話す事もできなくなりました。
　私は、なんの気力もなく、キャリアも失い、収入も
失い、多くの人に不義理を行い、無駄に時間を過ごし、
殺人犯への憎しみだけで無駄に生きることになりまし
た。
　３年近くたった今も、毎晩「棺にいれられた娘の姿
が私を苦しめます。」娘を失った悲しみ、寂しさは、
この先も一生薄れることなどありません。これが被害
者遺族の現実です。

きましたが、
　刑務所にいれておくのに、一人２００万円から
３００万円かかるそうです。
　１０年刑務所に入っていれば、２０００万円以上で
す。
　損害賠償を払う能力のない加害者に、国はこれだけ
のお金をかけるのでしょうか。
　賠償金が払われなければ、刑務所から出らなければ
いいのにと思ってしまいます。
　遺族の立場からすれば、加害者から直接お金を受け
取ること自体、とても苦痛です。
　また、娘の名前は一切だしたくなかったですし、回
収の見込みがどこまであるかも不明でしたので、損害
賠償請求は私の分だけにして、娘の分は裁判で請求し

ませんでした。そのため、金額は半分になってしまい
ました。受けた傷は、娘も同じです。
　加害者からではなく、国が払ってくれるのであれば、
その部分の苦痛はなくなります。未成年者が遺族の場
合の制度上の手当が必要だと思います。
　被害にあいたくてあったわけではないですし、貸し
たお金を返してほしいという場面でもありません。権
利を主張しなければ認められないのは、おかしい、そ
の負担を被害者が負わなければならないというのは、
もう少し軽減してもらいたいです。
　国は、国民年金や健康保険の不払いがあるとすぐに
差し押さえをするのだから、加害者の賠償請求も立て
替え払いをして、国が加害者の資産をすぐに差し押さ
えをすればいいと思います。
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